
別紙様式 

 

【不祥事根絶に向けた本校の決意】（行動基準） 

 

呉 市 立 警 固 屋 中 学 校 

 

                                                   作成責任者 校長 坂口 守 

区分 本校の課題 行動目標 取組内容 点検方法・時期 

教職員の規範意識の

確立 

〇服務研修の担当者を分掌に割り当

て，管理職・主任主事だけでなく，

多くの職員が担当している。ただマ

ンネリ化が見られるため，内容をさ

らに充実させる必要がある。 

〇服務研修の方法や内容等を見直し，

さらに充実させることで，当事者意

識を持って参加できるものにする。 

〇服務研修の内容について，事前に不祥事防

止委員会で検討し，さらに事後の評価を行

う。 

○不祥事防止委員会の構成員に研究主任を

加える。 

〇年度末に教職員へのア

ンケートを実施する。 

学校組織としての不

祥事防止体制の確立 

〇不祥事防止委員会を年間行事予定

に位置づけ，毎月実施している。し

かし，その活動内容が十分に共通理

解されていない。 

 

〇不祥事防止委員会の活動を周知す

る。 

 

〇不祥事防止委員会の翌日の「職朝プリン

ト」に活動の内容を明記する。 

 

〇管理職が点検を行う。 

 

○非常勤講師等へのサポート体制を

充実させる必要がある。 

○非常勤講師との情報交換を密に行

う。 

○教務主任が連絡の窓口となり，周到な連携

を行う。 

○授業の様子等について，学年会が積極的に

情報交換を行う。 

○校長が，非常勤講師と適

宜情報交換を行う。 

相談体制の充実 

〇「体罰，セクシュアル・ハラスメン

ト相談窓口」は周知されているが，

活用はほとんどない。 

〇相談窓口の周知は今後も徹底する

とともに，相談しやすい体制を構築

する。 

 

〇全ての教室と掲示板等にポスターを掲示

する。 

〇学期末懇談会において，相談窓口の案内プ

リントを配付するとともに，保護者から体

罰，セクハラについて聴取する。 

○教育相談週間を学期に１回設け，相談しや

すい体制を構築する。 

〇学期末に生徒，保護者を

対象にアンケートを実

施する。 

〇生徒，保護者からの聴取

記録を作成する。 

不祥事根絶のための行動計画 
１ 私たちは，「力一杯・気持一杯，支え合い，分かち合い，響き合う関係をつくり

ます。」 

２ 私たちは，当事者意識を持った研修を企画・実施します。 

３ 私たちは，法規・法令を遵守し，不祥事を許しません。 

 

 


